
LPガス災害対策マニュアル 

第 4次改訂版 

参考資料 

令和８（2026）年３月  更新 



 

 

  



参考資料一覧 

Ⅰ章 LPガス設備の災害対策強化 関連資料 

東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安のあり方について（抜粋・要約） 

日団協技術基準 G 高－002－2023 

液化石油ガス容器置場における容器転落・転倒及び流出防止措置指針 

充填所における容器の転倒防止・流出防止 

エルピーガス供給機器ニュース No.25（雪害対策は出来てますか？）

近年の災害とその特徴 

高知県 LPガス協会「地震等災害に強い LPガス供給設備の基準」等 

ガス放出防止型高圧ホースのスタンダード化について（お願い） 

Ⅱ章 LPガス災害対策に係る体制整備等 関連資料 

都道府県協会別中核充てん所一覧 

LPガス災害対応中央連絡会議設置要綱 

LPガス被災状況報告書の運用等について（お願い） 

高知県における情報収集体制 

集中監視システムの奏功事例 

日本液化石油ガス協議会地震等被害速報 

一般消費者等向け周知パンフレット例 

安全点検票（例） 

都道府県協会 LPガス災害対策要綱（例） 

都道府県協会 LPガス災害対策マニュアル（例） 

災害時相互応援ルール（例） 

緊急通行車両等届出書類（例） 

流出容器等処理要綱（例） 

平成 30 年 7 月 5 日からの大雨により流出した LP容器による事故防止について（注

意喚起） 

「警戒レベル」について 

行政機関への連絡用文書（例） 

液石法施行規則及び機能性基準の運用（例示基準）の一部改正について（自然災害

対策：充てん容器の流出防止措置） 





LPガス災害対策マニュアル 

第 4次改訂版 

参考資料 

Ⅰ章 LPガス設備の災害対策強化 関係資料 

1



2



 
 
 
 

東日本大震災を踏まえた 

今後の液化石油ガス保安のあり方について 

～真に災害に強いＬＰガスの確立に向けて～ 

 
【１４の対応策関係、抜粋・要約版 】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２４年３月 

総合資源エネルギー調査会 

高圧ガス及び火薬類保安分科会 

液化石油ガス部会 

 
 
 
 
 
 
 

※ＬＰガス災害対策マニュアルの参考資料として必要な「１４の対応策」を中心に抜粋・要約しました。 
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Ⅰ．～Ⅱ． 省略 

 

Ⅲ．検討すべき課題（抜粋・要約） 

 

 

 

 

東日本大震災の被害及び対応の状況を踏まえると、以下のとおり集約できる。 

まず、想定外と言われる規模の震災であったことを踏まえれば、比較的復旧が早かっ

たことと、大きな二次災害の発生を防止することができた。 
地震に関しては、耐震遮断機能及び漏えい感知遮断機能を有した「マイコンメーター」

が１００％近く普及し、これが有効に機能した。また、津波については、住宅や事業所

ごと流されるほどの最大クラスと言われる規模だったこともあり、ＬＰガス容器の流出

等が発生したが、地震及び津波によるＬＰガス関連機器の損傷が大きな二次災害につな

がったとの報告はなされていない。 
一方、被災地の住宅でＬＰガスを利用していた住民や、避難所において炊き出し等を

自主的に実施した自治会、町内会、婦人会等を始めとして、ＬＰガスによって震災直後

の生活をなんとか維持することができたという声も少なくない。 
この意味では、これまでＬＰガス関係事業者や住民、自治体等の関係者によって採ら

れてきた災害対策の方向が正しかったことが示され、また、日頃ＬＰガス関係者が提唱

していた、「災害に強いＬＰガス」、「災害に役立つＬＰガス」が実証されたということが

言える。 
しかしながら、今後の震災に対する備えを考えた場合、被害の防止や早期の復旧を一

層確実にするために採っておくべき方策の手がかりとなる事実も少なくない。また、せ

っかく震災直後にＬＰガスが役立ったものの、その事実が関係者のみの知るところにと

どまってしまい、必ずしも大きな社会的認知を得たとは言い難い。 
以上を踏まえ、今後の震災に対する備えとして検討すべき事項を以下の項目に集約し、

それぞれについて課題・論点を抽出した。 
１．被災後の情報収集・発信体制 

東日本大震災においては、防災業務マニュアル等で定められている情報収集・発信

体制は必ずしも十分機能しなかったのは、以下の要因と考えられる。 
（ⅰ）情報収集ルートのハブ自身の被災 
（ⅱ）情報発信する余力の不足 
（ⅲ）情報発信に対する認識不足 
（ⅳ）伝達する情報内容の問題 

２．被災後の復旧対応 
 （１）通信網の遮断及び停電 
 （２）点検・調査 
 （３）協力体性 
 （４）顧客の保安データ等の確保 

この報告書では、「Ⅲ．検討すべき課題」において災害対策をするにあたって検討が必

要な課題を抽出し、「Ⅳ．今後の対応の方向性及び具体的な取組」へ繋げています。 
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３．設備・機器面における対応 
 （１）地震および津波による被害の設備・機器による対応 
 （２）流出ＬＰガス容器の回収 
 （３）マイコンメーターの復帰 
 
Ⅳ．今後の対応の方向性及び具体的な取組（抜粋） 

 

 

 

 

 

■１４の対応策 

１．情報収集・発信体制の整備 
▼対応策その 1［日液協ルート等の追加］ 

エルピーガス協会、日本液化石油ガス協議会及び経済産業省は、現在の、経済産

業省本省から監督部等・都道府県経由とエルピーガス協会経由で都道府県協会をハ

ブとする情報収集・発信ルートに加えて、「経済産業省本省～日本液化石油ガス協議

会～ＬＰガス販売事業者等」のルート（日液協ルート）等を追加する。 
▼対応策その２［把握する情報の内容やタイミングの見直し］ 

エルピーガス協会、日本液化石油ガス協議会及び経済産業省は、現在の情報収集・

発信の方法について、市町村別の消費者戸数の実数の把握を進めるとともに、被害

の大きさによっては、連絡が付いたか否か、被害なし・あり・不明の別などを把握

できるような形に切り替えるなど、情報収集要請のタイミングや受け手側での情報

共有のあり方も含めて見直し、情報収集・発信の意義と併せて LP ガス販売事業者

等に浸透させる。 
２．被災後の復旧対応 
（１）通信網の遮断及び停電 
▼対応策その３［中核充てん所の整備］ 

各都道府県協会は、災害時における保安業務を含めた様々な役割の担い手として、

自家発電設備、衛星通信設備、LP ガス自動車等を備えた各地域の災害対応の拠点

となる「中核充てん所」を整備する。 
（２）点検・調査 
▼対応策その４［企業の枠を超えた点検・調査の推進］ 

エルピーガス協会及び経済産業省は、他社の顧客も含めた点検・調査がより多く

の地域で実施されるよう、既に共通ルールが定められている都道府県協会の例を参

考に、都道府県協会であらかじめ定めておくべき取り決め等のひな形を作成し、都

道府県協会における具体化を推奨する。 
なお、この取り決め等の内容としては、以下のような項目が考えられる。 

・応急的な点検・調査と本格的な点検・調査を明確に区分し、特に応急的な点検・

この報告書では、「Ⅲ.検討すべき課題」で抽出された課題に対して、その解決に向け

た対応の方向性と、当面１年間程度の間に更に具体的な検討の深堀りが求められる具体

的な「１４の対応策」が以下のとおり取り纏められています。（下線部分は、各々の対応

策について取り組むべき組織、団体等） 
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調査についての手順を具体的に定め、自社の顧客か他社の顧客かにかかわらず実

施すること 
・応急的な点検・調査の実施時に販売勧誘活動を行わないこと 
・復旧後に本格的な点検・調査や設備工事を要する場合は、原則として契約してい

るＬＰガス販売事業者が実施すること 
▼対応策その５［車両の稼動の確保］ 

エルピーガス協会及び経済産業省は、緊急車両の指定や燃料供給が円滑に行われ

るよう、都道府県協会と自治体や地域の石油関係業者との防災協定等のひな形を作

成し、都道府県協会における具体化を推奨する。 
（３）協力体制 
▼対応策その６［防災協定等の見直し］ 

エルピーガス協会及び経済産業省は、今回の震災を踏まえた各方面の検討結果も

踏まえて、支援物資に関する事項の他、避難所の情報、緊急車両の指定、災害時の

広報等に関する事項を追加するなど、現行の防災協定等の改善点を取りまとめて各

都道府県協会等に提示することにより、防災協定等の見直しや新たな締結を推奨す

る。 
▼対応策その７［災害対応のための関係機関による中央連絡会議の設置等］ 

エルピーガス協会及び経済産業省は、中央におけるエルピーガス協会の役割とし

て、例えば、被災地の状況に応じた情報収集要員の派遣、関係機関による災害対応

のための中央連絡会議の運営事務局、対応策の提案や応援要員・物資の提示等を位

置付ける。 
（４）顧客の保安データ等の確保 

平時からの顧客データの管理方法を例示 
３．設備・機器面における対応 
（１）地震および津波による被害の設備・機器による対応 
▼対応策その８［段階１：地震及び津波による一次的な物理的被害の防止］ 

高圧ガス保安協会及び経済産業省は、地震および津波による、ＬＰガス供給設備

等の破損やＬＰガス容器の転倒、流出といった一次的な物理的被害防止のための具

体的な対策について検討を深め、その普及を図る。 
（具体的な対応の事例） 
・鎖がけ、ベルトがけの上下二重化等の転倒防止措置の強化の推進 
・調整器等の固定の強化の推進 
・落下物からの保護のための保護板の設置、容器バルブ保護プロテクターの導入の

推進 
・必要に応じた独立、固定した架台による容器、調整器の固定の推進 
・配管用フレキシブル管、PE 管の使用促進 

▼対応策その９［段階２：ＬＰガス容器からのガスの漏えい・放出の防止］ 

高圧ガス保安協会及び経済産業省は、ＬＰガスの供給設備等の破損やＬＰガス容

器の転倒、流出といった一次的な物理的被害が生じた場合におけるＬＰガスの漏え

い・放出の防止のための具体的な対策について検討を深め、その普及を図る。 
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（具体的な対応の事例） 
・マイコンメーター設置の更なる徹底 
・ガス放出防止機器の導入の推進 

（２）流出ＬＰガス容器の回収 
▼対応策その１０［流出ＬＰガス容器の回収体制の構築］ 

エルピーガス協会及び経済産業省は、大規模な災害が起きた場合の流出ＬＰガス

容器の回収・保管作業が円滑に進められるよう、今回の震災で実際に回収・保管を

行った都道府県協会の例を参考に、都道府県協会であらかじめ定めておくべき手順

や体制等のひな形を作成し、都道府県協会における具体化を推奨する。 
▼対応策その１１［マイコンメーターの復帰対応など正確な情報の普及］ 

ＬＰガス安全委員会および経済産業省は、震災によりいったん遮断したマイコン

メーターについての消費者自らの復帰対応の方法及びその際の留意点などについて、

消費者に対する一層の周知を図る。 
４．その他 
▼対応策その１２［「ＬＰガス消費者地震対策マニュアル」等の見直し］ 

高圧ガス保安協会及び経済産業省は、「ＬＰガス消費者地震対策マニュアル」につ

いて、今回の震災の教訓や津波対策の視点等を盛り込んだ上で改訂版を作成すると

ともに、講習会等によりその活用を図る。また、エルピーガス協会及び経済産業省

は、エルピーガス協会としての対応マニュアル等を整備し、都道府県協会における

活用を図る。 
▼対応策その１３［震災対応とコアとなる人材の育成）］ 

エルピーガス協会及び経済産業省は、震災対応において現場で中心的役割を担う

都道府県協会の職員を対象に、講習会等による人材育成を図る。 
▼対応策その１４［震災対策に資する安全技術の開発、指針の策定等］ 

高圧ガス保安協会及び経済産業省は、震災対策に資する安全技術の開発や指針の

策定等の具体的なテーマの検討・実施を行う。 
 

以下、省略 

 

注）文中の「エルピーガス協会」は、2012年 4月 1日より「(一社)全国ＬＰガス協会」となりました。 

8



 1 / 10 
 

日団協技術指針 G 高－002-2023 

液化石油ガス容器置場における容器転落・転倒及び 

流出防止措置指針 
 

 

 

１．制定目的 

 液化石油ガス事業所における容器置場は、高圧ガス保安法にて液化石油ガス用容器（以下「容器」

という。）の転落・転倒防止措置が規定されている。しかしながら、平成 23 年 3 月 11 日の東日本

大震災、においては多くの容器が流出し、転落・転倒防止の他流出防止に係る対応が必要であるこ

とが認識された。 

以上より、容器の転落・転倒及び流出防止のために望ましい措置を例示し、ＬＰガス業界におけ

る対応を推進することにより、容器置場を所有する液化石油ガス事業所における事故防止及び自然

災害時の対応・措置を向上することを目的とする。 

 

２．適用範囲 

 この指針は、液化石油ガス事業所の容器置場（容器検査所を含む）の構造及び容器の取扱いにお

ける措置について適用する。 

 容器の容量は、内容積 120 リットル以下の容器（液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。）

を対象とする。 

 

３．用語の定義 

 本指針において使用する用語の意味は次のとおりとする。 

 

（１）容器置場     内容積 120 リットル以下の充填容器及び残ガス容器を保管するための置

場 

（２）充填容器     充填された液化石油ガスが 50％を超えて貯蔵されている容器 

（注）液化石油ガス保安規則（以下「液石則」という。）第 2 条第 1 項

第 7 号にて、充填容器は「現に液化石油ガス（液化石油ガスが充

填された後に当該ガスの質量が充填時における質量の 2 分の 1 以

上減少していないものに限る。）を充填してある容器」と規定され

ている。 

（３）残ガス容器    充填容器以外の容器（圧力が温度 35℃において 1MPa 未満である容器

は含まれない。） 

（注）液石則第 2 条第 1 項第 8 号にて、残ガス容器は「現に液化石油ガ

スを充填してある容器であって、充填容器以外のもの」と規定さ

れ、関係基本通達において残ガス容器は、「残存しているガスが気

体の状態のガスのみであり、その圧力が温度 35℃において 1MPa
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未満である場合の容器は含まれないが、客観的に反証のない限り、

充填容器以外の容器は残ガス容器と推定して取扱うものとする。」

とされている。 

以上のとおり、省令と通達で一部解釈に相違があるが、本指針に

おいては「新品容器」「再検査受検用容器」以外であって充填量

50％以下の容器を「残ガス容器」とする。 

（４）充填容器等    充填容器及び残ガス容器 

 

４．現行法基準 

 現行高圧ガス保安法（以下「高圧法」という。）に基づく基準は次のとおりであり、本指針は当該

法基準に加えて、容器の転倒・転落及び流出防止に有効と考えられる措置を５．６．７項に例示と

する。 

 

液石則 第 6 条第 2 項第 7 号イ 

 充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。 

 
液石則 第 6 条第 2 項第 7 号ホ 

充填容器等（内容積が 5 リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及

びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 

 

液石則例示基準 ４１．充填容器等の転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置 

充填容器等の転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置は次に掲げるもの

をいう。 

1. 上から物が落ちるおそれのある場所に置かないこと。 

2. 水平な場所に置くこと。 

3. 10kg 入り容器にあっては、原則として 2 段積以下とし、やむを得ず 3 段積にするとき

は、ロープをかけること。 

4. プラットホーム等の周囲より高い場所に置くときは、プラットホーム等の端に置かな

いようにし、やむを得ず端に置くときは、ロープをかけ又は柵を設けること。 

5. 固定プロテクターのない容器にあっては、キャップを施すこと。ただし、容器置場に

ある容器であって、1.から 4.までの措置によりバルブが損傷するおそれのないものは、

この限りでない。 

 

５．転落・転倒防止の措置 

（１）容器置場の周囲 

① 容器置場周囲は、壁構造、シャッター構造又は金網構造等とする。 

② 上記①項以外の構造である容器置場周囲には、ロープ又は鎖掛け若しくは柵を設置する。 

・ ロープ又は鎖は、二重掛け（1 本目は 50kg 容器高さの３／４の位置、２本目は１／４

の位置）以上とする。 

・ ロープ又は鎖を固定する柱の間隔は、5m 以内とする。 

③ 容器置場がプラットホーム構造で、ロープ又は鎖掛け若しくは柵の設置が困難な場合、充

填容器等は、プラットホーム端から充填容器等の高さの半分以上の距離を確保して置くこ
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と。 

・ 充填容器等を置くことが可能な範囲を線引き等により明示する。 

④ ロープ又は鎖掛け若しくはシャッター構造等の場合は、休日・夜間及び容器搬入出作業を

行っていない箇所については、ロープ又は鎖掛けの実施若しくは柵を設置することとし、

シャッター構造の場合は当該箇所のシャッターを閉止する。 

 

（２）容器置場内 

① 容器置場の床面は、水平・平滑に仕上げてあり、凹凸が生じ容器を水平に置くことが困難

な箇所は、速やかに補修する。 

② 容器置場内においては、充填容器等を纏めて置く。 

③ 充填機・計量器等機器類の周りには充填容器等を置かない。 

④ 10kg 超え容器は、二段積みを行わない。 

⑤ 10kg 以下の容器であっても積み重ねは二段以下とする。 

 

６．流出防止措置 

 （１）容器置場ごとの浸水等のリスク見積りと分類 

    容器置場の所属する市町村および河川管理事務所両方のハザードマップを確認（『【補足】流

出防止対策実施のポイント解説』の「４．ハザードマップの確認の仕方」を参照）のうえ、

津波・高潮・洪水・河川決壊による浸水等のリスク（水位）等を確認し、また、自らの容器

置場の周囲の状況を鑑み、自らの容器置場の流出リスクを見積り、以下の区分に分類する。 

 
① 高リスク容器置場 

容器置場の周囲が浸水に耐えうる強度の壁構造、又はシャッター構造又は金網構造等を

有しておらず、かつ、ハザードマップの想定浸水高さの最大値が敷地の外壁高さを超え

ている、または、同等程度の高さしかなく浸水時に敷地外への容器流出が想定される容

器置場。 

② 中リスク容器置場 

容器置場の周囲が浸水に耐えうる強度の壁構造、又はシャッター構造又は金網構造等を

有しておらず、かつ、ハザードマップの想定浸水高さの最大値に比べて敷地の外壁の高

さが十分にあり、敷地外への流出が想定されにくい容器置場。 

③ 低リスク容器置場 

上記以外の容器置場。 

 
 （２）平時の準備（高・中リスク容器置場） 

① リスクの低減化に向けた取組み 

・ 容器置場周囲について浸水に耐えうる強度の壁構造、又はシャッター構造又は金網構

造等への設置。 

・ 上記の実施が困難な場合は、敷地外への流出が予見される高リスク容器置場にあって

は、一定の数以上まとめて置いた充填容器全体を網ネット等で覆い、ネットをあらか

じめ用意したフック等に固定することで容器の浮上を防止などの措置が必要で、それ

を実施するための網ネット、フック等の準備を行う。中リスク容器置場にあっては、

措置に必要な容器を固定するためのロープ、鎖、ラッシングベルト、角リング等の準

備を行う。 
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② 災害時に備えた容器台帳管理 

大規模災害時には、事務所を含めて被害にあうことで、容器に関する電子データが破損

してしまい、その際に流出容器データが不明になるリスクがある。これらの事態に備えて、

容器データの管理については、二元管理を行うことが望ましい。 

【容器台帳管理の二元化の例示】 

・ （事業者単独による対応例）電子化されたデータをインターネットのデータ管理（ク

ラウドコンピューティング）等を活用して保管する。 

・ （他事業所、他事業者を含めた対応例）本社と支社及び関連会社等で電子化されたデ

ータを二元管理する。 

 
 （３）警戒態勢時（災害発生予見直前の準備） 

① 警戒態勢時について 

次のいずれかの状態をいう。 

・ 大雨・高潮・波浪・津波・洪水に関する特別警報の発令が予想される場合。 

・ 短期的な大雨等により土砂災害警戒情報が発令された場合（または発令が予想される

場合）。 

・ その他、容器置場への大量の浸水等の被害が予見可能になった場合。 

② 実施すべき措置 

    【高リスク容器置場】 

・ 一定の数以上まとめて置いた充填容器等全体を網ネット等で覆い、網ネットをあらか

じめ用意したフック等に固定することで容器の浮上を防止する。 

・ 万が一、充てん容器が敷地外流出することに備え、敷地内にある容器本数の把握を行

う。具体的には、容器データの出力を行い、避難時に持ち出しをする準備を行う。 

    【中リスク容器置場】 

・ 一定の数以上纏めて置いた充填容器等を、ロープ又は鎖若しくはラッシングベルトを

充填容器等の周囲に巻いて固定（原則として二重掛け）する。 

・ この場合、ロープ又は鎖若しくはラッシングベルトは、極力たるみを持たさないよう

に締め付けて固定する。 

・ 50kg 充填容器等については、緊急時等速やかに対応する場合は、角リングによる固定

も有効である。 

・ 必要に応じ、高リスク容器置場の措置を参考とした措置を行う。 

    【低リスク容器置場】 

・ 容器置場周囲にある門扉等の施錠確認を行う。 

・ 必要に応じ、高・中リスク容器置場の措置を参考とした措置を行う。 

 

 ７．発災直後の措置 

① 地震時の措置 

・ 容器が大きく揺れ出した場合は、無理な措置は図らず、避難する。 

・ 充填・容器搬送等作業中に地震を感知し、揺れが大きい場合は、避難指示・連絡がな

くても避難する。 

・ 容器充填所において地震を感知した場合は、揺れが収まった後速やかに容器等からガ

ス漏えいのないことを確認する。 

・ 揺れが収まった後は、充填中容器の容器弁を閉止し、充填機と容器を切り離す。 
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② 津波又は河川氾濫、豪雨、高潮等による浸水時の措置 

・ 沿岸地域の事業所においては、地震発生時は津波警報の発令情報に注意し、警報発令

時には速やかに避難する。 

・ 津波警報又は豪雨等による洪水警報が発令された場合は、原則直ちに避難し、警報の

情報及び周囲の状況等から時間的猶予があると事業所責任者が判断した場合は、前記

警戒態勢時の実施すべき事項の実施状況を確認する。また、時間的猶予がある場合は、

充填システムが導入されている充填所においては、システムの状態を確認し、その後

避難する場合はシステム停止措置を行って避難する。 

 

８．通常時の容器取扱い要領 

（１）容器置場への容器搬入出時の措置 

① 容器置場に容器を搬入又は搬出する場合は、粗暴な取り扱いをしない。 

② 充填容器等は、安全弁が気相部に位置する状態で移動及び保管する。 

③ ローラーコンベアー又はチェーンコンベアー等容器搬送機器に容器を載せる場合は、円滑

に搬入し、搬送機器上に容器が滞留して転倒を生じないよう注意して作業するとともに、

搬送機器の維持管理を徹底する。 

 

（２）容器保管時の措置 

① 不要な容器を多数保管しないように注意し、保管容器数の削減を図る。 

② 充填容器と残ガス容器は、区分して保管し、線引き等により置場の区分を明確化しておく。 

③ 充填容器等を一定数纏めて置く場合は、容器群周囲に作業用及び避難用の通路を確保する。 

④ 充填容器等を長期間保管する場合又は休日・夜間等は、充填容器等を一定数纏めて置き、

ロープ又は鎖若しくはラッシングベルトにて固定（原則として二重掛け）する。 

⑤ プロテクターのない容器は、充填時以外は保護キャップを必ず装着すること。 

⑥ 容器の搬入・充填・搬出（出荷）情報は、出来るだけ電子データにて保存し、かつ、同じ

データを事業所外にて保存することによりバックアップ可能なシステムとしておくことが

望ましい。 

 

 

制定年月日  平成２５年 ７月２４日 

 
改正年月日  平成３０年１０月２４日 

平成３０年１１月１６日 

令和５年７月４日 

「［解説］４．転倒転落・流出防止に関する構造・措置等

の具体的な方法」に具体的事例の写真を追加した。 
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［解    説］ 
 

 

１．制定目的 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災において、液化石油ガス事業所は津波被害を受け、高圧ガス設

備の損壊及び多数の容器が流出し、一部の容器は破損・火災を発生した。 

このため、平成 23 年度経済産業省総合資源エネルギー調査会高圧ガス部会にて震災対策が検討

され、「東日本大震災を踏まえた高圧ガス施設等の地震・津波対策について」（以下「METI 報告書」

という。）が取り纏められた。 

当該 METI 報告書における容器流出対策において、高圧ガス容器については高圧ガス業界ごとに

「ガイドライン」を定め普及していくこととし、当該高圧ガス部会（現産業構造審議会高圧ガス小

委員会）にてガイドラインの策定状況等をレビューしていくとされた。 

また、危害予防規程に津波対策を追加規定される予定であることから、各製造事業所においては、

危害予防規程及び附属基準類を見直し、容器転落転倒・流出防止措置を明確化して対応することを

求められている。 

以上より、ＬＰガス業界においては、本指針を制定しＬＰガス業界に周知を図り、事故防止及び

自然災害対策・措置の向上に資することとした。 

 

２．改訂背景 

  2011 年の東日本大震災の被害を受け、2013 年日団協技術基準Ｇ高-002-2013 流出防止措置指針

を策定したものの、2018 年７月の西日本豪雨において想定を上回る洪水等が発生し高圧ガス設備の

損壊及び充填所から多数の容器の流出が発生した。以上によりさらなる容器転落転倒・流出防止措

置を講ずるべく本指針の改訂を行った。 

３．適用範囲 

（１）内容積 120 リットルを超える容器（高圧ガス運送自動車用容器を含む。）は、構造・保管方

法が120リットル以下容器とは異なり、別途対策が必要となるため、本指針の適用外とした。 

（２） 実際の地震時又は豪雨時にはどの程度の津波・洪水被害を受けるかは不明確であるが、ハザ

ードマップを参考に容器置場ごとのリスクに応じた措置を行うこと。 
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（６）金網フェンスを設置した例 

  ・金網フェンスを前面に設置。フェンスには横開きの開閉式の扉を設けて普段の業務を行う。 

  ・流出防止効果は高いが、高コストな事例 

 

（７）容器置場の周囲に鉄柵を配置した例 

・縦筋は、常時設置だが、横筋は取り外し可能で、普段は外している 

・河川氾濫等の危険度が高まった時に、横筋を配置。 

 

（８）シャッターの設置例 

  ・シャッターは容器の搬出入をするとき以外容器転落防止のため閉めておく 

  ・シャッターは閉め切らず、例示基準に従った面積以上の開口部を確保する。  

 

 

５．発災直後の措置 
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・ 地震及び津波襲来時は、人命確保が優先であることから、避難行動を優先実施にて規定した。 

・ 地震による影響が少ない又は津波襲来までに猶予がある場合は、二次災害防止措置のための

行動実施を規定した。 

・ 豪雨等により河川氾濫時も津波災害時と同様と考えられることから、同様の措置実施とした。 

・ 本指針は、地震・津波等災害時の措置を規定とし、その後の復旧対策は自社事業所のみにて

実施は困難なものもあることから、別途地域防災協定等にて対応とし、本指針の対象外と

した。 

 

６．通常時の容器取扱い要領 

 ＬＰガス用容器の一般的な取扱い方法について記載した。 
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【充填所における容器の転倒防止・流出防止】 
 

東日本大震災時における充填所での容器の転倒・転落 

 
東日本大震災の地震で倒れプラットホームから落下した LP ガス容器（石油産業新聞社提供） 

充填所内の容器の転倒対策として、プラットホームの外周に取り外し可能な柵を設置した例 

      
 地震時の転落防止に有効              取り外し可能な柵をもうけ、プラットホームの 

   配送車への積み下ろし時は、取り外せる       有効的な利用を図る。 
 

    
プラットホームの床面に穴をあける     地震時には充填員の避難通路を確保できる 
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平成 27 年（2015 年） 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨 

 
 

近年の災害とその特徴 

 
 

LP ガス業界では、2011 年の東日本大震災の教訓を基に「LP ガス災害対策マニュアル」を作

成し対応を図ってきたが、その後も日本各地で毎年のよう大規模災害が発生している。近年発生

した大規模災害についてその概要と特徴を以下に示す。 
 

平成 23年（2011年）東日本大震災 

地震名称：東北地方太平洋沖地震 

発生日時：平成 23年（2011年）3月 11日 14時 46 分 

震源地：三陸沖（深さ 24km） 

地震の規模：9.0（Mw） 

最大震度：7（宮城県栗原市） 

 

2011年 3月 11日 14時 46分ごろ、宮城県沖を震源とする最高震度 7の大型地震が発生した。

地震の規模はモーメントマグニチュード（Mw）9.0 であり、発生時点において日本周辺におけ

る観測史上最大規模の地震として発表された。 

地震による被害よりもその後に発生した津波により多くの被害が生じ、福島第一原発の爆発

事故など多くの二次被害も発生した。 

令和 3 年 3 月 10 日時点で、震災による死者は 15,899 人、行方不明者 2,526 人、建築物の全

壊・半壊は合わせて 40万 5,117 戸とされている[1]。震災発生直後のピーク時には避難者は約 47

万人、停電世帯は 800 万戸以上、断水世帯は 180 万戸以上など戦後最大級の大災害となった。 

地震の大きな揺れはもちろんであるが、地震によって津波・停電・原子力災害、液状化など、

広範囲に複数の災害が誘発されたのがこの災害の特徴である。 
   

LPガス業界における被害状況 

地震後の津波により、20 万本近くの LP ガス容器が流出するなど物理的な被害により、復旧

作業に多大な支障をきたした。また、大規模な停電により、連絡網が遮断され、情報の収集に障

害が生じた。 
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東日本大震災（2011 年） 

 
 

（写真）流出容器の様子 

 

津波が押し寄せた地域では、比較的低い津波（1m程度）であっても、消費先に設置されてい

る容器が足元をさらわれ、容器が転倒し、供給設備が損傷する被害が発生した。  
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平成 27 年（2015 年） 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨 

 
 

平成 27年（2015年） 平成 27年 9月関東・東北豪雨 

平成 27 年（2015 年）9 月 7 日に発生した台風 18 号は 9 月 9 日に東海地方へ上陸したのち、

同日夜には日本海で温帯低気圧となった。この台風による直接的な被害は大きくなかったもの

の、日本海を北東に進む温帯低気圧に、台風 17号から吹き込む湿った風がぶつかり、関東地方

北部において線状降水帯が発生した。 

この災害では、特に茨城県常総市付近で甚大な水害が発生した。この地域では鬼怒川の堤防が

決壊したことで、一般住宅の流出や損壊などの甚大な被害が発生した。常総市や境町では冠水地

域内の LPガス販売事業者も被害を受け、保管していた容器が流出するとともに、関係書類も流

されるなどした。 

豪雨による死者は 20人、負傷者が 82人、建築物については全壊 81 戸、半壊が 7,090戸に上

った。[2]  

10 日早朝より鬼怒川の数か所で越水や堤防からの漏水が発生し、12 時 50 分には同市三坂町

で堤防 1か所が決壊した。これにより常総市では鬼怒川と小貝川に挟まれた広範囲が水没した。

東日本大震災の教訓を取り入れ 2014 年に竣工したばかりであった常総市役所本庁舎なども浸

水被害を受けた。 

  

【鬼怒川が氾濫した常総市  高圧ガス誌 3 月号より】 
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平成 27年 9 月関東・東北豪雨（2015 年） 

 
 

 

 
 

 
 

  

プラットホームまで浸かった充填所 

（茨城県高圧ガス保安協会提供） 
常総市における浸水範囲 

濁流により土台の傾いた住宅 

濁流により流出寸前の容器 鎖の二重掛けによって容器流出を免れた事例 

給湯器の高さまで水没した形跡が見られる 
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平成 28年熊本地震（2016 年） 

 
 

平成 28年（2016年）熊本地震 

地震名称：平成 28年（2016年）熊本地震 

発生日時（M6 以上の地震）： 

平成 28年 4 月 14日 21時 26分（最初の地震、最大震度 7） 

平成 28年 4 月 15日 0 時 3分（最大震度 6 強） 

平成 28年 4 月 16日 1 時 25分（最大規模の地震（M 7.3）、最大震度 7） 

震央：熊本県熊本地方等 

地震の最大規模：7.3（Mj） 

最大震度：7（熊本県益城町、西原村） 
 

平成 28 年（2016年）4月 14日以降に熊本県と大分県で相次いで大型地震が発生した。九州

地方では初となる震度 7 を観測しており、一連の地震回数（M 3.5 以上）は内陸型地震では 1995

年以降で最多となっている。この熊本地震による被害は 2019年 11月末時点で死者 273名、負

傷者 2,809 名、避難所への最大避難者数 183,882 名、建物被害は全壊だけでも 8,667 戸もの数

が確認されている。 

建物の倒壊により、LPガス容器も埋没し、回収作業に追われた。 

地震で倒壊し家屋で被害のあった LPガス供給設備【プロパン・ブタンニュース提供】 

 

  

熊本地震分布図 

 

倒壊した住宅（益城町） 
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平成 28年熊本地震（2016 年） 

 
 

（写真：熊本県 LPガス協会提供） 

熊本地震は、布田川断層帯と日奈久断層帯の 二つの断層帯が連動して熊本地方を中心に発生

したものであるが、一連の地震は熊本地方だけでなく阿蘇地方、さらには大分県中部にかけて広

範囲に発生した。 

 

 被災した地域に於いては、LP ガス協会が中心となり、危険地域の容器の回収、避難所への

炊き出しや復旧作業を行い、仮設住宅への LPガス供給も防災協定等で定め、迅速な復旧を行う

こと。 

 

瓦礫の中から LPガス容器を撤去 
チーム LPGによる応急点検 

避難所への炊き出し 災害緊急支援チームの横断幕を設置 

仮設住宅の建設 仮設住宅への LPG供給 
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平成 30 年（2018 年）北海道胆振東部地震 

 
 

平成 30年（2018年）北海道胆振東部地震 

地震名称：平成 30年北海道胆振東部地震 

発生日時：平成 30年（2018年）9月 6 日 3時 7分 

震源地：胆振地方中東部（深さ 37km） 

地震の規模：6.6（Mw） 

最大震度：7（北海道厚真町） 

平成 30 年（2018 年）9 月 6 日 3 時 7 分に、北海道胆振地方中東部を震源として発生し地震

の規模を示すマグニチュードは 6.7、最大震度は最も高い震度 7 となった。震源の深さは 37km

とされており、北海道で震度 7 が観測されたのは初めてで、大規模停電によるブラックアウト

が起こるなどの影響が出た。 

この震災による人的被害は死者 42名、重傷者 31 名、軽傷者 731名となり 800 名以上の被害

者が出た。とりわけ建物被害が大きく、全壊、半壊、一部破損を含め計 14,000 軒以上もの住家

への被害が記録されている。 

 

  北海道全域が停電に見舞われたが、中核充填所や一部の事業所では LPガス発電機により

操業を続けることができた。ガソリンスタンドは緊急車両や一般車両による給油で混雑し

たが、LPガスを燃料とするタクシーや LPガス自動車は通常通りの給油ができた。 

液状化により地盤沈下が発生 広い範囲で土砂崩れが発生 

ガソリンの給油に長蛇の列 北海道全域でブラックアウト 
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令和元年東日本台風（2019年） 

 
 

令和元年（2019年）東日本台風 

令和元年（2019年）9月令和元年台風第 19 号の豪雨により、極めて広範囲にわたり、河川の

氾濫やがけ崩れ等が発生した。これにより、死者 118 名、行方不明者 3 名、住家の全半壊等損

傷 75,758戸、住家浸水 29,941戸の極めて甚大な被害が広範囲で発生した。[3] 

本災害は台風による災害で初めて特定非常災害に指定され、また、災害救助法を 390 市区町

村に適用し、東日本大震災を上回る過去最大の適用となった。 

 

福島県 阿武隈川水系での被害状況 

 

 

（福島県 LPガス協会提供） 

  

軒先の供給設備から LPガス容器の流出を防止するためには、容器を設置する壁にベ

ルト、鎖を二重掛けにし、浮き上がらないよう緊縛することが重要である。鎖をかける

フックについても容易に脱落しないよう、返しのあるフックを使用すること。また、高

圧ホース自体の引張強度は高いが、接手カシメ等に荷重が掛かると、引きちぎられるの

で、流出防止の効果はない。 

郡山市の中央工業団地は全域が冠水した 

福島県で阿武隈川が決壊、広範囲に水没した 高圧ホースでかろうじて流出を免れた容器 
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令和元年東日本台風（2019年） 

 
 

長野県 千曲川水系での被害状況 

千曲川では堤防が決壊し、広範囲に浸水被害をもたらした。近隣の地域には行政による想定

浸水深 5m（最大 10m）の表示もあった。 

氾濫による濁流では、堤防の決壊場所付近の多くの家屋が流される、壊されるなどの被害が

見られた。（写真参考） 

（長野県 LPガス協会提供）
 

（左）容器が水に浮いたことがわかる 

（中）高圧ホースがちぎれているが、張力式のガス放出防止機構が作動している 

（右）高圧ホースがちぎれ、容器が流出 
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令和 2 年（2020 年）7 月豪雨 

 
 

令和 2年（2020年）7月豪雨 

「平成最悪の水害」といわれた西日本豪雨から 2 年。「令和 2 年 7 月豪雨」の全国

アメダス地点における降水量の総和は、それを上回った。7 月 3 日夜から九州に線状

降水帯ができて局地的に猛烈な雨が降り、熊本県を流れる球磨川が氾濫して広範囲に

浸水。4 日に熊本県と鹿児島県に大雨特別警報が出され、6 日から 7 日には福岡県、

佐賀県、長崎県に大雨特別警報が発表された。  

 

球磨川は広い集水域を持つ河川で、人吉盆地にて支川の川辺川と合流したのち、盆

地の出口地点で川幅が絞り込まれ、その後 43km もの長区間にわたる山間の狭窄部を

通過する。山間狭窄部を抜けると扇状地が広がり、西に大きく湾曲しながら八代海に

流れ出る。人吉盆地は、盆地の出口付近の平坦部に市街地が発達しており、広範囲の

集水域から雨水が集まり、球磨川が狭窄部に入る盆地出口付近の南西部の浸水被害が

多かった。特に球磨村では水位が急上昇し、家屋全壊等の被害が発生した。  

 
  

洪水浸水想定区域においては、LP ガス容器の流出防止措置を徹底し、万が一容器が流出

した場合に備え、流出容器の回収作業を行える体制を整えること。併せて流出容器を発見し

た場合の対処方法、連絡先など広報を通じて周知・徹底すること。 

特に、河川の合流部や狭窄部などでは、想定浸水深を大幅に超える浸水が見られること

があるため、洪水浸水想定区域の周囲においても、容器流出防止措置を徹底すること。 

 

人吉市を抜けた球磨川の狭窄部で急速に水位が上昇し、濁流で深水橋も流された 

平屋の家屋は屋根まで水没した 特に球磨村の被害は甚大だった 
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令和 2年 7月豪雨（2020 年） 

 
 

   
 

 

 

 

 
多くの河川の氾濫、広範囲での浸水・冠水、土砂災害などによる被害は甚大であり、

豪雨による死者は 84 人、行方不明者 2 人、建築物の全半壊については 6,129 戸であ

った [4]。  

今回の豪雨で記録的な降水量になったのは、梅雨前線の停滞に加えて、日本近海の

海面水温が高いことが影響していると考えられる。  

令和元年から令和 2 年にかけての冬は、記録的な暖冬で海面水温が高く、この時期

も平年より高くなった。海面水温が高いと大気の水蒸気量が多くなるため、梅雨前線

に大量の湿った空気が流れ込んで前線の活動が活発になり、降水量が多くなった。  

令和元年は、東京都を含む 13 都県で大雨特別警報が発表され、長野県の千曲川が

決壊した「令和元年台風 19 号」、平成 30 年は「平成 30 年 7 月豪雨」、平成 29 年は

「平成 29 年九州北部豪雨」など、毎年豪雨災害が発生しており、海面水温の影響が

考えられる。  
[1] 警察庁ホームページ, “平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の警察活動と被害状況” 

[2] 総務省消防庁, “平成 27年台風第 18号による大雨等に係る被害状況等について（第 40報）” 

[3] 総務省消防庁, “令和元年東日本台風及び前線による大雨による被害及び消防機関等の対応状況（第 67報）” 

[4] 総務省消防庁, “令和 2年 7月豪雨による被害及び消防機関等の対応状況（第 56報）”

どちらのケースにおいても、容器が水に浮き、一重掛けの鎖から脱落している 

非常に高いレベルまで水位が上昇した 2 重掛けを行った容器は水流の影響を受け

ても流出することがなかった 
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令和 6 年 1 月能登半島地震（2024 年） 

 
 

令和６年１月能登半島地震（２０２４年） 

2024年 1 月 1 日に石川県能登地方を震源とする最大深度７の地震が発生 

能登半島では、道路の大規模な損壊、広範囲の停電、固定電話や一部の携帯電話が不通になるなどの事

態が生じた。また、能登半島北部沿岸の広い範囲で、最大４ｍの地盤が隆起し、 

東部海岸の珠洲市や能登町では、３ｍの津波が到達した。能登地震での住宅被害は 11 万 3 千棟。直接

死、関連死を含めて 526 名が亡くなった。 

 

   
能登半島地震分布図       能登半島では多くの道路が崩落、孤立した 

   
輪島市の倒壊した 7 階建ビル        地震後発生した輪島朝市の大火 

   
珠洲市宝立町の津波被害       LPガス容器が残っている表示を行った。 
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令和 6 年 9 月奥能登豪雨（2024 年） 

 
 

令和６年９月奥能登豪雨（２０２４年） 

2024年 9月に能登半島全域に記録的な大雨が発生。地震災害で地盤が緩んだ後の豪雨により、山では土

砂くずれがいたるところで発生し、がれきや流木の流入により河川の氾濫が発生した。また、地震で被災

した避難者の仮設住宅も 6団地２２２軒が浸水の被害に遭った。 

 

   
 

    
大谷川からの流木が流れ込んだ珠洲市大谷町    破損した大谷川の法面 

   
地震で被災した避難者の仮設住宅も浸水の被害に遭った。 
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【高知県ＬＰガス協会「地震等災害に強いＬＰガス供給設備の基準」】 

 

「５０kg容器のチェーン掛け等に関する指導基準」 

 

（一社）高知県ＬＰガス協会 

 

Ⅰ．５０kg容器の転倒・流出防止策（チェーン掛け等の基準） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１．基本的に容器１本ごとに鎖がけをする。 

２．容器は、イ又はロの方法により上下２箇所に鎖

がけをすること。 

イ 容器高さの３／４の位置及び１／４の位置で

固定する。 

ロ プロテクター付の容器にあっては容器高さの

３／４の位置及びプロテクターを通しその上

部１５ｃｍ～２０ｃｍの位置で固定する。 

ただし、プロテクターを通すことが困難な場

合は、イの方法での固定を可とする。 

３．同一容器置き場に複数の容器を設置する場合、

３本までの鎖がけを可とする。 

この場合であっても鎖は上下２本とし、容器同

士及び家屋の壁面に隙間がある場合は、鎖がけ

は容器１本ごととする。 

容器収納庫に設置する場合にあっては、容器３

本までは容器高３／４の位置１箇所で可とす

る。ただし、容器収納庫の形状、専用固定具等

により転倒・流出の恐れがないと判断される場

合は、本数に関わらず鎖がけは１本でも可とす

る。 

４．シリンダーベルト等専用固定具を用いる場合は、

当該固定具の基準に従い適切に設置すること。 

この場合にあっても転倒・流出防止に有効な措

置を行うこと。 

５．本基準は、３０kg容器にも準用する。 

50kg 容器の場合 

50kg 容器を複数本鎖がけする場合 

【上方から見た設置状況】 

いずれの場合も鎖はイ又はロの上下２箇所とする 
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【高知県における容器プロテクターの推奨】  
 

高知県ＬＰガス協会「ＬＰガス地震対策保安推進事業 実施マニュアル」 
（平成１８年７月策定９月実施）の点検項目と判断基準の項においてバルブ 
保護のため５０kg 容器はプロテクター付きとすることが望ましいと推奨された。 
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【高知県における容器のプロテクター装着・転倒防止例】 
 

プロテクター装着と鎖の 2 本掛け 

              
   プロテクターと本体との 2 本掛け         本体の上下 2 本掛け 
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全Ｌ協保安・業務Ｇ２第３８号 

令和３年１月１９日 

 

正 会 員 各 位  

 

（一社）全国ＬＰガス協会 

 

 

ガス放出防止型高圧ホースのスタンダード化について 

（お願い） 

 

 

標記高圧ホースにつきましては、災害発生時にガスの放出防止に有効性があ

るとしてその設置が推奨され、現在では、出荷ベースにおいて、８割以上がこの

高圧ホースとなっています。また、近年の自然災害の激甚化・多発化等を受けて、

特に水害によるＬＰガス容器の流出が課題となっており、経産省では、軒先容器

の流出対策規制も見据えた検討がなされている状況です。 

そのような中、弊協会では、この高圧ホースのスタンダード化を目指し、昨年

６月に(一社)日本エルピーガス供給器機工業会に対し、高圧ホース（ただし、気

相用に限る）について、ガス放出防止型への製造の一本化を要請し、その結果、

以下の通りの回答をいただきました。 

つきましては、諸事情をご賢察のうえ、都道府県協会におかれましては会員に

対し、また直接会員におかれましては営業所等に対し、ご周知等くださいますよ

うよろしくお願いいたします。 
 

【回答】 

・集合用高圧ホース（気相用）は、令和３年 ４月製造分より防止型に一本化 

・連結用高圧ホース（気相用）は、令和３年１０月製造分より防止型に一本化 

※これまでの在庫分があるので、４月より全て切り替わるものではありませ

ん。 

 

 

 

以 上 

発信手段：Ｅメール 

担当：保安・業務グループ：髙木、瀬谷、橋本 
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LPガス災害対策マニュアル 

第 4次改訂版 

 参考資料  

 

Ⅱ章 LPガス災害対策に係る体制整備等 関係資料 
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【ＬＰガス災害対応中央連絡会議設置要綱】 

Ⅰ 目的 

この要綱は、複数の都道府県が被災するような大規模災害が発生した場合に被災地を支

援するため、各団体より被災地の情報収集を行い、被災地の具体的な要請内容等を把握し、

それらを基に関係する団体との調整を行い、被災地への物資等の提供を行うとともに、被

災地以外の都道府県ＬＰガス協会等に応援や物資の提供等の協力を要請する役割を担う

ＬＰガス災害対応中央連絡会議（以下、「中央連絡会議」という）の組織及び運営につい

て、必要な事項を定める。 

Ⅱ 中央連絡会議の事務局 

中央連絡会議は、(一社)全国ＬＰガス協会（以下、「全Ｌ協」という）に事務局を置く。 

Ⅲ 中央連絡会議の組織 

１．中央連絡会議は次の中央団体をもって組織する。 

団体名（順不同） 

・日本ＬＰガス協会

・（一社）日本エルピーガス供給機器工業会 

・日本ガスメーター工業会

・ガス警報器工業会

・（一社）日本ガス石油機器工業会 

・（一社）日本エルピーガスプラント協会 

・日本液化石油ガス協議会

・（一社）全国高圧ガス容器検査協会 

・（一社）全国ＬＰガス協会 

２．中央連絡会議は検討内容によっては上記１の団体の一部により開催することができる。 

３．全Ｌ協は必要に応じ、上記１以外の団体又は行政等に参加を求めることができる。 

Ⅳ 中央連絡会議の設置及び廃止 

１．中央連絡会議は、次のいずれかにおいて、全Ｌ協が必要と認める場合、設置することが

できる。 

(1)複数の都道府県において震度６強以上の地震が発生し、支援が必要と認められるとき。 

(2)複数の都道府県において大規模な風水害が発生、又は大規模な事件・事故が発生し、

支援が必要と認められるとき。

２．中央連絡会議は検討内容によっては上記１の団体の一部により開催することができる。 

３．上記１にかかわらず必要に応じ、関係する行政又は団体の参加を妨げない。 

４．全Ｌ協は、設置した中央連絡会議を存続させる必要が無くなったと認められるときは廃

止することができる。 

Ⅴ 中央連絡会議の検討内容 

１.被災地の具体的な要請内容等の把握

２.上記Ⅲ.１を基にした団体間での調整

３.被災地への物資等の提供

４.被災地以外の都道府県ＬＰガス協会等への協力要請

５.その他必要な事項

 附 則 この要綱は平成２５年１０月１日から施行する。 

【参考資料2.2】

53



全Ｌ協保安３０第７８号 
平成３１年３月１３日 

都道府県協会御中 

（一社）全国ＬＰガス協会 

ＬＰガス被災状況報告書の運用等について（お願い） 

標記報告書につきましては、昨年１１月１６日開催の専務・事務局長会議以
降、全国統一化に向けて各都道府県協会にご意見を伺い、その結果を全Ｌ協保
安委員会でご検討いただきました。 
この度、新様式を別添のとおりお知らせするとともに、運用に関する事項、

関連する要請事項等についても合わせて下記のとおりご案内いたします。 
お忙しいところ恐縮ではございますが本件の実施についてご理解とご協力賜

りますようお願い申し上げます。 

記 

１．ＬＰガス被災状況報告書（新様式）の運用について 

ＬＰガス被災状況報告書（新様式）および記入マニュアルを添付いたし 
ます。各都道府県協が運用している現行の報告様式について、時期を見て
新様式への切り替えをお願いいたします。 

２．通報訓練の実施について 
会員事業者の災害時の協会への報告意識醸成を目的として、新様式を使

用した通報訓練（各会員が、被害なしの前提で、協会本部や支部にＦＡＸ
等で通報する訓練）を計画し、定期的に実施していただくようお願いいた
します。 

３．市区町村別世帯数調査について 
市区町村ごとの被災前世帯数の記載は、概算でも可とする考え方のもと、

平時からご準備いただく必要があります。つきましては、次のいずれかの
方法による各市区町村の数字をご報告くださいますようお願いします。既
に調査いただいている都道府県協会におかれましては現状把握しされてい
る数字をご記入ください。 

報告概要：６月末日までに全Ｌ協保安部宛（hoan@japanlpg.or.jp）に 
E メールでご報告ください。 

【参考資料2.3】
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報告様式：別添３ 
①詳細調査（既に実施している場合） 

各市区町村のＬＰガス世帯数の概数を会員企業に対して調査して積み
上げて得た数字 

②保険等のデータによる積算値 
保険データ等による各販売店等の世帯数（一般消費者等の数）を全て
販売店等の所在する市区町村に当てこんで積み上げた数字 

③世帯数データからの類推値 
当方で事前に調べた「別添４ 各都道府県の市区町村別世帯数データ」
に記載している数字に、地域のＬＰガス世帯数割合（類推値）を乗じ
て類推した数字 
 

 
４．添付資料について 

別添 1 災害報告書 事業者⇒県協会 
別添 2 災害報告書 都道府県協会⇒全Ｌ協 
別添 3 市区町村世帯数報告書 
別添 4 各都道府県の市区町村別世帯数データ 
参考 1 ＬＰガス関連情報データ 全Ｌ協調べ 
 

以上 

発信手段：Ｅメール 
保安部：高木、片岡 

 

55



○○県ＬＰガス協会御中（ＦＡＸ000-0000-00000、Ｅ-mail：000＠000.ｊｐ） 

報告事業所名称 

（支店等名含む） 
 

担当者氏名  

電話番号  

ＬＰガス関係被害状況報告（第 1・ 2・ 3・ 4・ 5     報） 

   年  月  日現在 

報告書記入にあっての注意事項 

 １．被害がなくてもご提出ください。また、第１報は被害情報の全てが把握できていなくても判明している限りで出来る限り速や

かにお願いいたします。 

２．ＦＡＸ・メールが使用不能の場合、電話で報告をお願いします。 

３．第１報後、新たに被害が判明した場合、または前回の報告から数字が変更になった場合は出来る限り速やかに報告をお願いい  

たします。(同一用紙を使用可・この場合、第２報の場合は１及び２を○で囲むこととなり、変更した数字を修正してください。)  

 

１．自社の被害（被害の有無に○をつけてください。有りの場合は概要を記載） 
項 目 被害の有無 詳  細 

Ａ 事業主・従業員の安否 無事・有事 
(被害の人数や程度） 

 

Ｂ 事務所の被害 無・有 
(被害の程度） 

 

Ｃ 容器置場・充填所 無・有 
(被害の程度） 

 

Ｄ スタンド 
該当なし 

無・有 

(被害の程度） 

 

Ｅ 車両 無・有 
(被害の台数や程度） 

 

Ｆ バルクローリー 
該当なし 

無・有 

(被害の台数や程度） 

 

 

２．消費先の被害 
下記のＥ、Ｆ以外は概数でかまいません。 

Ａ 災害前のＬＰガス供給世帯数（概数記載可） 【A=B+C+D】 
        

戸 

Ｂ 家屋倒壊や、避難等により供給復旧が見込めない世帯数（概数記載可） 
 

戸 

Ｃ 立入禁止等の理由により、被害状況の確認が出来ない世帯数（概数記載可） 
 

戸 

Ｄ 供給復帰可能及び復旧済み世帯数（概数記載可） 【Ａ-（Ｂ+Ｃ）】 
 

戸 

 

 

 

Ｄの内 

被害状況と未復旧数 

Ｅ ガス漏れ、漏えい爆発、漏えい火災のあった件数 
 

戸 

Ｆ Ｅのうち、未復旧件数 
 

戸 

Ｇ 
Eに該当しないが、メーターや調整器の交換及び工事等が必要な件数 

（概数記載可） 

 

戸 

Ｈ Ｇのうち、未復旧件数 
 

戸 

未確認世帯数【Ｃ】および未復旧件数【Ｆ】及び【Ｈ】がゼロになるまで、報告お願いします。 

Eは容器の流出によるものはガス漏れに含みません。 

 

Ｉ：【Ｅ ガス漏れ・爆発・火災の被害の詳細】 ※ 発生場所（市区町村名）、発生日時は必ず記入 

 

３．容器の流出（判明している限りで構いません） 

A：消費先軒先からの流出・埋没本数       本 B：うち、累積回収本数 本 

C：その他（充填所・貯蔵施設・容器置場等）からの流出・埋没本数       本 D：うち、累積回収本数 本 
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○○県ＬＰガス協会御中（ＦＡＸ000-0000-00000、Ｅ-mail：000＠000.ｊｐ） 

報告事業所名称 

（支店等名含む） 
 

担当者氏名  

電話番号  

ＬＰガス関係被害状況報告（第 1・ 2・ 3・ 4・ 5     報） 

   年  月  日現在 

報告書記入にあっての注意事項 

 １．被害がなくてもご提出ください。また、第１報は被害情報の全てが把握できていなくても判明している限りで出来る限り速や

かにお願いいたします。 

２．ＦＡＸ・メールが使用不能の場合、電話で報告をお願いします。 

３．第１報後、新たに被害が判明した場合、または前回の報告から数字が変更になった場合は出来る限り速やかに報告をお願いい  

たします。(同一用紙を使用可・この場合、第２報の場合は１及び２を○で囲むこととなり、変更した数字を修正してください。)  

 

１．自社の被害（被害の有無に○をつけてください。有りの場合は概要を記載） 
項 目 被害の有無 詳  細 

Ａ 事業主・従業員の安否 無事・有事 
(被害の人数や程度） 

 

Ｂ 事務所の被害 無・有 
(被害の  

 

Ｃ 容器置場・充填所 無・有 
(被害の  

 

Ｄ スタンド 
該当なし 

無・有 

(被害の  

 

Ｅ 車両 無・有 
(被害の  

 

Ｆ バルクローリー 
該当なし 

無・有 

(被害の  

 

 

２．消費先の被害 
下記のＥ、Ｆ以外は概数でかまいません。 

Ａ 災害前のＬＰガス供給世帯数（概数記載可） 【A=B+C+D】 
        

戸 

Ｂ 家屋倒壊や、避難等により供給復旧が見込めない世帯数（概数記載可） 
 

戸 

Ｃ 立入禁止等の理由により、被害状況の確認が出来ない世帯数（概数記載可） 
 

戸 

Ｄ 供給復帰可能及び復旧済み世帯数（概数記載可） 【Ａ-（Ｂ+Ｃ）】 
 

戸 

 

 

 

Ｄの内 

被害状況と未復旧数 

Ｅ ガス漏れ、漏えい爆発、漏えい火災のあった件数 
 

戸 

Ｆ Ｅのうち、未復旧件数 
 

戸 

Ｇ 
Eに該当しないが、メーターや調整器の交換及び工事等が必要な件数 

（概数記載可） 

 

戸 

Ｈ Ｇのうち、未復旧件数 
 

戸 

未確認世帯数【Ｃ】および未復旧件数【Ｆ】及び【Ｈ】がゼロになるまで、報告お願いします。 

Eは容器の流出によるものはガス漏れに含みません。 

 

Ｉ：【Ｅ ガス漏れ・爆発・火災の被害の詳細】 ※ 発生場所（市区町村名）、発生日時は必ず記入 

 

３．容器の流出（判明している限りで構いません） 

A：消費先軒先からの流出・埋没本数       本 B：うち、累積回収本数 本 

C：その他（充填所・貯蔵施設・容器置場等）からの流出・埋没本数       本 D：うち、累積回収本数 本 

 

赤字の箇所は、全Ｌ協の報告様式への転記は不要の箇

所です。都道府県協会様が会員の被害状況を把握する

うえで必要と思い追加しています。 

その他、都道府県協会様で必要な事項があれば適宜様

式に追加していただければと思います。 

全Ｌ協への報告事項は必須枠としてご活用お願いし

ます。 
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（一社）高知県ＬＰガス協会における情報収集体制 

・高知県では、県内を１３の地域ブロック（他県での支部に相当）とし、各ブ

ロックには、１０事業者程度ごとを単位とする地区を置き日常の協会事業を

含め対応願っている。参考資料：別紙１ 

・災害発生時には、販売店⇒（地区長⇒）ブロック災害対策委員（他県での支

部長）⇒協会本部という流れを構築、大規模災害時を想定し、各段階でのと

りまとめを１０件程度に抑えるよう考慮、また、電話回線の不通時にも二輪

車等により伝言できる距離、範囲の件数となるよう努めている。

・毎年１回連絡通報訓練を実施し、ブロック区内の被災の有無の第１報を上げ

る態勢を習得してもらっている、また、訓練を重ねることにより、ブロック

災害対策委員の責任の醸成を図ることに繋げている。参考資料：別紙４

・被災件数、復旧件数の根拠として、平成１９年度より、前年度末での市町村

ごとの消費者件数の実数調査を実施している。資料５－３

・協会本部、ブロック災害対策委員、地区長事業所の有線電話は、災害時優先

電話としている。（一部、光回線のみの事業者を除く）

※参考資料 別紙１ 災害対策委員会及び災害対策本部機構図

別紙２ ブロック指揮系統図（協会への届出様式） 

別紙３ 事業所への掲示様式のイメージ 

以上、高知県協会災害対策マニュアル資料編の抜粋 

別紙４ 平成２８年度 災害時緊急連絡通報訓練実施報告 

【参考資料2.4】
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災害対策委員会及び災害対策本部機構図 

平成２５年４月１日現在 

平常時 

災害時 

災害対策委員会 

   委員長（会長）、副委員長（副会長） 

ブロック委員、防災部会長、製造・流通部会長 

災害対策本部 

本 部 長（会  長） 

副本部長（副会長） 

高知市大原町８０－２ 

電話 088-805-1622 

FAX 088-831-0404 

I P 050-3618-6700 

E メール  

kochilpg@extra.ocn.ne.jp 
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全てのブロックに災害対策

班を設置する。 

ブロック内の充てん所、保

安機関はいずれかの班に

所属する。 

以下、ブロック組織は、土

佐清水ブロックと同じ。 

協 会 本 部 

災害対策班 

別紙１ 
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様式４ 

ブ ロ ッ ク 指 揮 系 統 図 

平成  年  月  日 

ブロック 

協 

会 

災 害 対 策 委 員 会 

災 害 対 策 本 部 

 状況報告  指示 

 支援要請 

順位 ブ ロ ッ ク 統 括 責 任 者 拠点の設置場所 

１ 
災害対策

委 員 

所在地 

電話番号 

２ 
災害対策 

副 委 員 

所在地 

電話番号 

３ 

所在地 

電話番号 

状況報告  活動指示 

災 害 対 策 班 

応急点検  危険箇所  応急点検 

容器回収  応急措置による供給開始 

一 般 消 費 者 等 避 難 所 ・ 病 院 等 

※ 災害対策委員（旧支部長）が被災した場合などに備え、ブロック（旧支部）で

の統括責任者の順位を決めておくこと。

※ 災害対策委員が指揮を行う拠点をあらかじめ決めておくこと。

※ 拠点はブロックでの対策本部としても機能することを勘案しておくこと。

別紙２ 
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平成２８年度 災害時緊急連絡通報訓練 

 実 施 報 告 

訓練実施日：平成２８年９月１日（木） 

（一社）高知県ＬＰガス協会 

１．訓練開始の通知 

ファックス送信開始 ８時５５分～９時０５分（ファックス本体記録時間） 

メール発信時間 ９時００分  

※メールアドレス登録のブロック災害対策委員のうち、３名にメールにて通知。

２．訓練終了時間と参加事業所数･･･（  ）は、２７年度実施結果 

（１）第一報受信終了 １２時０６分（１２時１６分） 

１３ブロックの平均 １時間２４分（１時間４９分） 

（２）参加事業所数

・第一報報告時  ２０１事業所 参加率７６．３％（ブロック申告会員事業所２６３）

（１９５事業所 参加率７５．９％（ブロック申告会員事業所２５７）） 

・追加報告件数 ３０事業所（８事業所） 

・合 計  ２３１事業所 参加率８７．８％（同） 

（２０３事業所 参加率７９．０％（同）） 

３．問い合わせ等 

・事業所から「様式がない。」との問合せが２件あった。

４．反省点、参加者からの指摘事項、今後の留意点等 

・ブロック災害対策委員は、ブロック内の全ての協会会員正会員事業所に通知すべきと

ころ、一部で一致していないブロックがあった。

以上 

別紙４ 
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避難所の把握と応急対応事業所の選定

高知県協会では、平成１９年度よりブロック（他県の支部にあたる。１３
ブロックを設置）で各ブロック内に設置される避難所をリスト化し、避難
所となる小中学校のＬＰガス設備の確認と避難所設置時に応急点検等の
対応を行う事業所「応急対応販売店」を選定しています。
リストは、会員事業所で災害対策マニュアルの資料編に綴じ必要に応じ
差替えを行います。
また、選定された事業所は担当校を訪問するなどし、平時に注意いただ
くこと、災害時の対応等の説明を行っています。
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集中監視システムの導入による大規模災害時の復旧等奏功事例 

■事 業 者： 伊丹産業株式会社

■災害名称： 能登半島地震

■発生日時： 平成 19 年 3 月 25 日 09:42

■地震規模： Ｍ6.9 震度６強

■震 源 地： 能登半島沖

■消費者数： 16,505 件（直販）、約 20,000 件（卸先）

■主な経過：

03.25 09:42 地震発生、集中監視システムによるＳ型マイコンガスメータの感震遮断

装置作動（メーター遮断）信号の通報 770 件。 

10:40 本社内に災害対策本部を設置し、直販消費者先全数の点検、販売店の状

況確認と必要な応援の実施、工場製造施設の点検、簡易ガス特定製造所

の点検、埋設管の漏洩検査の実施、ＬＰガス安定供給のためのローリー

手配を決定。併せて、当該決定事項を実行するために関係・系列会社に

も人的応援を要請し、応援部隊（本支社等社員 79 名、現地社員 51 名、

合計 130 名）を組織。 

15:00 メーター遮断した 770 件中、現地社員により 760 件について供給再開。

17:00 応援部隊が現地入り、直ちに復旧点検作業を開始。 

18:10 余震（震度５強）、16 件のメーター遮断通報あり。 

21:00 メーター遮断総数 786 件、全数供給再開。

03.28 12:30 全ての消費者の復旧点検作業を完了。応援部隊の解散。 

03.29 09:20 災害対策本部解散 

■復旧点検作業の実施状況：

（単位： 件） 

日 付 直販(ＬＰ) 直販(簡易ガス) 直販(合計) 販売店 備 考 

03.25 922 614 1,536 51 簡易ガスは、全

て団地への供

給(21 団地) 
03.26 710 5,166 5,876 252 

03.27 1,592 3,646 5,238 153 

03.28 3,815 40 3,855 294 

合 計 7,039 9,466 16,505 750 

■ま と め：

集中監視システムにより得られたデータを分析し、発信元住所から、どの地域の揺れ

が大きかったかがつぶさに把握できたため、被害が大きいと予想できる地区に応援部隊

を集中的に投入することができ、当日中にほぼ全数の復旧を完了することができた。 

感震機能付きＳ型マイコンメータを集中監視することで、正確な地震情報を早く把握

でき、有効な対策を講じることが可能となった。 

以上 

【参考資料2.5】
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【日本液化石油ガス協議会周知文書】

  日液協第２４～７２号 

平成２４年１２月４日 

会員保安責任者各位 

日本液化石油ガス協議会 

会 長 川 本 武 彦 

同 上 保 安 委 員 会 

委員長 石 川 公 一 

日液協「地震等被害速報」の周知徹底とご協力のお願い 

日頃より日液協の活動にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、保安委員会で検討を重ねてまいりました「地震等被害速報」についてまとまり

ましたのでご案内致しますとともに、今後、有事発生の場合は別添の「地震等被害速報」

用紙を使い、日液協事務局へ報告いただきますようご協力をお願い致します。 

なお、この「被害速報」の特徴は以下の通りです。 

１．震度５強以上の場合に報告願います。 

……行政への報告は震度５弱からとなっていますが、５弱の場合は出先き事 

業所所属の都道府県協会へ報告をお願い致します。（従来通り） 

昨年の東日本大震災の場合、当初県協会の機能が有効に働かなくて国へ 

の情報が上らなかったことを受けて、今後は特に被害が大きい場合は先ず、 

日液協ルートで直売、タテ系列などの情報を上げてもらいたいとの国の意 

向に沿った対応を取るためのものです。 

２．充てん所の被害情報（充てん所併設事業所の場合）も同一用紙で報告してもらうこと

に致しました。 

  以上主旨をご理解の上、「地震等被害速報」の周知徹底と有事の際にはこの用紙でご報

告いただきますようよろしくお願い致します。 

以 上 

（発信手段：Ｅメール） 

（担当：斎藤・岩田） 

【参考資料2.6】
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【地震時の対応の周知例】 

【参考資料2.7】
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【マイコンメータ復帰方法の周知例】 
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【水害時対応の周知例】 
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【雪害対応の周知例】 
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【 安 全 点 検 票 (例) 】 

【参考資料2.8】
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【消費者への設備改善のお願い(例)】 

設 備 改 善 の お 願 い 

一般社団法人○○県ＬＰガス協会 
 

 

今回の災害に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。 

 

お客様のＬＰガス設備を安全点検した結果、この災害によって設備に異常が

ありますので、供給を受けているＬＰガス販売店に連絡し、必ず設備改善をし

た後、使用してください。 

 

改善をされずに使用しますと、ガス漏れ等による爆発事故、火災、ＣＯ中毒

等の事故が発生するおそれがあります。 

 

                           月    

日   

 

 

 

 

お 客 様 へ の お 願 い 

（不在者宅） 

一般社団法人○○県ＬＰガス協会 

 

 

今回の災害に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。 

 

この災害でお客様のＬＰガス設備の被害状況を確認するため、安全点検に伺

いましたが、お留守でございました。 

お帰りになられましたら、必ずＬＰガス販売店にご連絡いただき、安全点検

を受けてからＬＰガスをご使用ください。 

 

安全点検を受けずに使用しますと、ガス漏れ等による爆発事故、火災、ＣＯ

中毒等の事故が発生するおそれがあります。 

 

  月   日 
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【ＬＰガス災害対策要綱（例）】 

（一社）○○県ＬＰガス協会 

第 1 章  総 則 

（目 的） 

第 1 条 

この要綱は、災害によって○○県内に重大な被害が発生、若しくは発生の恐れのある場合

に、（一社）○○県ＬＰガス協会（以下「ＬＰガス協会」という。）が会員相互と地域社会へ

の協調支援を基本とした即応体制を確立し、県内におけるＬＰガスの保安確保及び安定供給

に万全を期することを目的とする。 

（適 用） 

第 ２ 条 

この要綱は、次の場合に適用する。 

(1) 大規模地震対策特別措置法に基づき警戒宣言が発令された場合

(2) 震度 5 弱以上の地震が発生した場合

(3) 風水害により地域に甚大な被害が発生した場合

(4) 支部等から要請があった場合

(5) 指定地方公共機関としての職務が発生した場合

(6) その他ＬＰガス協会会長（以下「会長」という。）が必要と認めた場合

第 2 章  組 織 

（災害対策本部） 

第 ３ 条 

第 1 条の目的達成のため、会長はＬＰガス協会内に○○県ＬＰガス災害対策本部（以下「本

部」という。）を設置する。 

２ 会長がその職務を実行できないときは、総務担当副会長が会長職務を代行する。会長及び

総務担当副会長が共に職務を実行できない場合は、予め定められた順に従い他の副会長が代

行する。 

３ 本部には本部長及び副本部長を置き、本部長には会長、副本部長には総務担当副会長をも

ってあてる。 

４ 本部には総務部、情報部、供給点検部を設け、部長には担当副会長又は常任理事のいずれ

かをもってあてる。 

５ 本部長は、災害の危険が無くなったと認めるとき又は災害の発生後における対策・措置が

完了したときは本部を解散する。 

６ 本部が被災し、その機能が果たせない場合には、予め定められた順に従い、被災していな

い地域の現地対策本部を本部として機能させる。 

【参考資料2.9】
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（現地対策本部の設置） 

第 ４ 条 

本部長が指定したＬＰガス協会支部に、本部長の指示または第２条第１号、同第２号、同

第３号のいずれかの事象が発生した場合には、○○県ＬＰガス災害現地対策本部（以下「現

地本部」という。）を設置する。 

２ 現地本部には現地本部長及び現地副本部長を置く。現地本部長及び現地 副本部長は本部

長が指名する。 

３ 現地本部には総務部、情報部、供給点検部を設け、部長には支部長又は支部役員をもって

あてる。 

４ 現地本部は、原則として予め支部において定めた場所に設置する。 

５ 本部長は、災害の危険が無くなったと認めるとき又は災害の発生後における対策・措置が

完了したときは現地本部を解散する。 

 

（災害発生時の支援） 

第 ５ 条 

被災地域以外のＬＰガス協会会員は、この要綱の目的を達成するため、本部長の要請に従

い支援活動にあたることとする。 

 

第 3 章  職     務 

 

（本部の職務） 

第 ６ 条 

本部は、本部長の指示に従って次の職務にあたる。 

(1)  災害関係情報の収集・分析・伝達 

(2)  現地本部の活動支援及び要請受諾 

(3)  支援者等との連絡調整 

(4)  指定地方公共機関としての業務 

(5)  国・県及び他の関係機関等との連絡調整 

(6)  広報活動 

(7)  ＬＰガス及び関連器材の緊急調達（県との「災害時におけるＬＰガス応急生活物資

等に関する協定」を含む。） 

(8)  その他 

 

（現地本部の職務） 

第 ７ 条 

現地本部は現地本部長の指示に従って、次の職務にあたる。 

(1)  被災状況の把握及び本部への情報提供 

(2)  被災事業者の実態把握及び本部への支援要請 

(3)  応援要員等との連絡調整 

(4)  広報活動 

(5)  第９条及び第 10 条の立案並びに指示 

(6)  その他 
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（職員の職務） 

第 ８ 条 

ＬＰガス協会職員は、第３条の規定に従い、速やかに事務所に参集して本部の設置に備え

るとともに、本部設置後はその機能を最大限発揮できるよう関係業務の調整にあたる。 

 

（会員の職務） 

第 ９ 条 

会員は、本部又は現地本部の指示に従い職務に従事し、ＬＰガスによる災害の発生又は災

害拡大の防止活動を行う。 

会員の職務は次のとおりとする。 

(1)  被災状況の現地本部への報告 

(2)  緊急対応措置の実施 

(3)  広報活動 

(4)  公共施設・避難所への応急供給の実施 

(5)  緊急保安活動状況の現地本部への報告 

(6)  ＬＰガス及び関連器材の緊急輸送 

(7)  その他 

 

第 ４ 章   雑  則 

 

（事後処理） 

第 １０ 条 

この要綱に定める災害活動等の事後処理は、ＬＰガス関係事業者の責務と協調のもと速や

かに、安全に執り行う。 

 

（費 用） 

第 １１ 条 

この要綱により発生する費用の拠出については、本部において裁定するものとする。 

なお、支援要員には手当てを支給しないものとする。 

 

（細 目） 

第 １２ 条 

前各条に定めるもののほか、その他必要事項については、本部長及び現地本部長の判断に

より決定する。 

 

（準 用） 

第 １３ 条 

この要綱は、他の都道府県協会等から支援要請があった場合にも準用する。 

 

（その他） 

第 １４ 条 

この要綱の実施に関して、必要な事項は別に定める。 
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【ＬＰガス災害対策マニュアル（例）】 

一般社団法人○○県ＬＰガス協会 

このマニュアルは、一般社団法人○○県ＬＰガス協会の制定した「○○県ＬＰガス災害対策要綱」

に基づく災害対策等を実効あるものとするため、災害対策としての日常業務、災害発生後の緊急対応、

応急点検、復旧措置等について定めたものである。 

１  災害対策としての日常業務 

災害に対して的確な対応を行うためには、日常の事業活動の中で以下のことがらの励行が望

まれる。 

(1) 災害発生の緊急事態に備え、従業員の非常招集方法等について、予め定めておく。

(2) 顧客リストや配管図面等について、整備は当然のこと、保管体制の周知徹底を図り、ど

のような状況においても速やかに活用できるよう心掛ける。また、緊急時において優先

的に対応や供給等を行うべき施設を予め挙げておく。

(3) 保安業務用機器、非常用電源、ラジオ、携帯電話等情報収集機器を整備する。

(4) 通常時から一般消費者等に、災害発生時等にとるべき対応についての啓発を図っておく。 

ア 使用中の火は直ちに消して器具栓・元栓を閉止すること。

イ ガス漏れ等の異常に気付いた時は、容器バルブを閉めて販売店へ連絡すること。

ウ マイコンメータの復帰方法について周知すること。

(5) 非常用の資機材（カセットボンベ、単段式調整器等）、非常食、飲料水、車両用燃料、

非常時の発電措置について日常から確保しておく。

２ 災害に有効な設備対策 

災害に有効な設備対策として、以下のことがらが考えられるので、日頃からその普及には積

極的に取り組むこと。 

(1) Ｓ型マイコンメータ等の設置

(2) ガス放出防止器、容器プロテクター等の設置

(3) 業務用設備に対する対震自動ガス遮断装置の設置

(4) 鎖の二重掛け等による容器転倒防止対策の徹底強化

(5) 燃焼器用ホースの使用

(6) 可能な限り露出配管での施工

(7) 可とう性・耐食性に優れた配管材料の選定と施工

(8) 保安業務用機器並びに携帯電話等情報収集に必要な機器の電源の確保

(9) その他有効な設備対策

３ 災害発生後の事業の対応 

災害発生後はまず自分の身の安全を確保し、次に事業継続のために次のことを行う。 

(1) 従業員とその家族の安否の確認（本人確認ができるまで追跡すること。）

(2) 事業所内の被害状況の確認

(3) 供給先の被害状況の確認

【参考資料2.10】

81



４ 緊急対応 

緊急対応は、「被害状況の確認」と「二次災害の発生防止」であり、そのため以下のことが

らを実施する。 

(1)  被害状況の確認 

次の要領により、ＬＰガス設備の被害状況を確認する。 

ア 確認順位 

確認は、ＬＰガス貯蔵量が大である施設を優先することを原則として、以下の 施

設順位とする。 

a 学校・病院等を含む公共施設 

b 業務用施設 

c 集合住宅 

d 一般住宅 

e その他 

イ 確認方法 

確認は、容器バルブの閉栓及び容器の撤去等二次災害防止の措置の要否を見極める

ことを目的とし、以下の目視点検を行う。 

a 建物の倒壊、浸水、火災発生の有無又はその発生のおそれの有無 

b 容器の転倒・配管の折損等によるガス漏れの有無 

(2)  二次災害防止のための措置 

ア 容器バルブの閉栓又は容器撤去 

確認の結果、二次災害のおそれがある施設に対しては、容器バルブの閉栓又は容

器の撤去を行う。 

イ 広報活動 

震度“６弱”以上の地震が発生した地域又はＬＰガス設備が冠水した施設では、

上記の目視点検で異常が認められなくても、さらに次章“5 応急点検”で定める

安全確認によりＬＰガス設備に異常が無いと確認されるまでは、容器バルブを閉止

してガスの使用を中止するよう消費者に要請する。 

 

５ 応急点検 

被害状況の把握と、二次災害防止のための緊急対応がなされた後は、可能な限り速やかな供

給開始が望まれるが、供給再開に先立つ応急点検は不可欠の作業である。 

ただし、これは通常の調査点検とは異なり、短期間で多数のＬＰガス設備に対して実施する

必要があり、またガスの使用再開を図ることが目的であるので、効率を高めるために以下の要

領によることとする。 

(1)  応急点検実施対象施設 

前章“４ 緊急対応”で定める目視点検を行った結果、さらに応急点検を行う必要が認

められた設備及び震度“６弱”以上の地域及びＬＰガス設備が冠水した地域のＬＰガス設

備全てを応急点検の実施対象とする。 

（2）応急点検順位 

応急点検は供給停止の及ぼす影響の大小を勘案し、原則として以下の順位で実施する

こととする。 
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a 学校・病院等を含む公共施設 

b 集合住宅 

c 一般住宅 

d 業務用施設 

e その他 

(3)  応急点検事項 

応急点検は、原則として以下の要領で実施することとする。 

a ガス漏れ検知器・漏えい検知液・自記圧力計又はマノメータで漏えい検査を実施する。

（マイコンメータ出口からガス栓までの配管については、マイコンメータの復帰安全

確認機能のチェックで漏えい検査の代替とする。） 

b 屋内設置の燃焼器に給・排気筒がある場合は、給・排気筒の外れなどがないか目視で

確認する。 

c  漏えい等の異常が認められない場合は、燃焼器について燃焼テストを行う。 

 注）冠水した調整器、マイコンメータ等は必ず交換する。 

(4)  周知 

応急点検の結果について消費者に説明するとともに、新たに異常が発生した時や漏え

い等の異常が認められた場合にとるべき措置についても周知徹底を図る。 

(5)  不在宅への措置 

消費者が不在のため応急点検ができない場合は、容器バルブまたは中間ガス栓を閉止

し不在票を置く。 

 

６ 復旧措置 

緊急対応、応急点検を行った後に本格的な点検・調査や設備工事を要する場合には、原則と

して、供給契約を締結しているＬＰガス販売事業者が行うこととする。 

 

７ 災害状況報告 

(1)  災害発生直後の情報収集 

協会は、県内で震度 5 弱以上の地震・風水害等が発生し、被害が甚大なため詳細な被害

状況の把握が困難な場合には、支部と連絡がとれたか否か、情報収集活動ができているか否

か、被害があるかないか、といった抽象的な情報の収集を早急に行う。また、被害状況を取り

まとめ【資料 7-1】で全国ＬＰガス協会に報告する。【ＬＰガス被災状況＜緊急＞報告書】 

(2)  会員の報告 

会員は、○○○内で震度 5 弱以上の地震・風水害等が発生した場合は、【資料〇】で各

支部事務局へ報告する 。 【ＬＰガス被災状況報告書  販売事業者→支部】 

(3)  支部の報告 

支部事務局は、会員からの災害状況報告を【資料 7-2】で速やかに取りまとめて協会

へ報告する。【ＬＰガス被災状況報告書  支部→協会】 

(4)  復旧状況の報告 

災害復旧した場合は、【資料○○】を用いて、同様に報告する。 
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８ 大規模災害時における相互応援 

大規模な災害が発生し緊急対応・応急点検を実施する消費先が多い場合又はＬＰガス販売事

業者自らが被災した場合は、地域のＬＰガス販売事業者、卸売事業者、保安機関等が協力して、

県エルピーガス協会が行うローラー作戦等に参画し、より効率的な緊急対応・応急点検を実施

する。 

別途、災害時の相互応援時の取り決めとして、【災害時相互応援ルール】を定める。 

 

９ 避難所等の情報の確認等 

災害時に備えて、都道府県の指定する避難所等の情報の確認を行い、災害発生時のＬＰガス

の供給方法、供給設備や消費設備の設置場所、設置方法等を都道府県と協議し、防災訓練等に

おいて実態を確認する。 

 

１０ 資機材の保管場所、応援要員の施設等の確認 

災害発生時に行う緊急対応、応急点検等に必要な資機材の保管場所、また、他地域からの応

援要員の宿泊施設や受け入れができる施設等の確認を行う。  

 

84



【災害時相互応援ルール】（例） 

一般社団法人○○県エルピ－ガス協会 

○○県内のLPガス販売事業者（以下「会員」という｡）は、県内に大規模な災害が発生し緊

急対応・応急点検を実施する消費先が多い場合又は会員自らが被災した場合には、地域及び住

民がLPガスを安全に使用するため、【LPガス災害対策マニュアル】に基づき、被災した会員が

LPガスを供給している一般消費者等に対する緊急対応・応急点検をその総力を挙げて応援する

ものとする。 

（趣旨） 

第1条 このルールは、県内の会員において災害対策基本法第2条第1号に規定する災害が発生

し、被災事業者独自では十分に被災一般消費者等の緊急対応・応急点検が実施できないと認

められるとき、事業者相互の応援による緊急対応・応急点検等を円滑に遂行するために、必

要な事項について定めるものとする。 

なお、緊急対応・応急点検以外の相互の応援については、必要に応じて定めるところによ

るものとする。 

（応援の内容） 

第2条 緊急対応・応急点検は、以下の内容で行うものとする。 

ア 緊急対応・応急点検と復旧措置を明確に区分し、特に緊急対応・応急点検につい

ての手順を具体的に定め、自社の顧客か他社の顧客かにかかわらず県エルピーガス

協会（以下「協会」という。）として実施する。 

イ 緊急対応・応急点検は原則2人以上で実施し、その際には販売勧誘活動を行わな

い。

ウ 緊急対応・応急点検を行った後に本格的な点検・調査や設備工事を要する場合

は、原則として供給契約をしているLPガス販売事業者が実施する。 

（応援要請の手続） 

第3条 応援を受けようとする会員は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により

他の災害対策本部に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。 

（1）被害の状況

（2）応援を要請する内容

ア 緊急対応・応急点検に必要な物資・資機材の搬入

物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等

【参考資料2.11】
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イ 人員の派遣 

職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等 

ウ その他、必要な事項 

 

（情報交換） 

第4条 会員は、このルールに基づく応援が円滑に行われるよう、支部ごと又は支部をまたい

で、緊急対応・応急点検等の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換する

ものとする。 

（訓練の参加） 

第5条 会員は、このルールに基づく応援が円滑に行われるよう、支部ごと又は支部をまたい

で、緊急対応・応急点検、人的支援等の訓練を実施するとともに、他の市町村主催の防災訓

練に相互に参加するよう努めるものとする。 

 

（防災体制の強化等） 

第6条 協会は、このルールに基づく応援が円滑に行われるよう、支援体制図、緊急対応・応

急点検要員の確保のため有資格者のリストアップ、地域防災計画等の整備等、防災体制の強

化を図るものとする。 

2 協会は、このルールを実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求める等、

県との連携を強化することとする。 

 

（補則） 

第7条 このルールに定めのない事項は、その都度、代表者の会議にて決定する。 
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【応援者の心構え(例)】 

 

応 援 者 の 心 構 え 

 

 被災地の応援にあたり、十分ご承知の事とは存じますが以下の点にご配慮願います。 

 

１． 被災地への救援であることを自覚して行動すること。 

 

２． 被災者へ暖かい目を向け、誠意ある態度で接すること。 

 

３． ｢○○県エルピーガス協会の○○です。ＬＰガス設備の点検にきました。｣と、身分並びに L

Ｐガス設備の点検に来たことを相手にはっきり伝えること。(身分を証明できる免許証、免

状等を携帯すること。) 

 

４． 安全点検事項について、もれのないように確実に点検すること。 

 

５． 異常がある場合は、必ず「設備改善のお願い」を手交と口頭で説明し、異常がない場合は、

口頭ではっきり消費者に伝えること。 

[例] 設備に異常はありませんので、今までどおり使用してください。 

[例] 配管に漏えいがありますので、ガスは使用しないでください。 

    販売店とご相談して、改善が終わってからご使用ください。 

    [例] 使用中にガス漏れ警報器の作動、その他異常があれば、使用を中止して 

           販売店へ連絡してください。 

 

６． 不明な点は、自己判断せずに、ペアと相談すること。 

 

７． 勝手な行動は慎むこと。 

 

８． 都市ガスの消費者から点検の依頼があったら、「都市ガス会社も点検に回っておられます

ので、それまでお待ちください。」などと丁寧に断ること。 

 

９．その他、消費者には親切、丁寧に対応すること。 
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【応援者が持参する物資等(例)】 

 

応援者が持参する物資等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１．漏えい検査 

   機器 

① 自記圧力計、記録紙 

② ガス漏えい検知器 

③ 漏えい検知液 

２．服 装 等 ① ヘルメット 

② 安 全 靴 

③ 軍    手・皮 手 袋 

④ 作 業 服 

⑤ マスク 

 

３．その他 

    必 需 品 

①  懐 中 電 灯（予備電池） 

②  携 帯 電 話（予備電池） 

③  ボールペン・マジック 

④  緊 急 工 具 類 （ドライヤー（水害時）） 

⑤  身分を証明できる物 

⑥  自分のための飲食物 
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【災害応援者受付表［県内］(例)】 

災 害 応 援 者 受 付 表 
                                                            年   月   日 

支 部 名 会  社  名 氏     名 資 格 備 考 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

89



【災害応援者受付表［県外］(例)】 

災 害 応 援 者 受 付 表 
                                                            年   月   日 

 
 

県名(住所) 会  社  名 氏     名 資 格 備 考 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 

 

  
 
TEL 

 
 
携帯TEL 

設備士・ 
販２・丙化 
保安業務員・他 
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【緊急通行車両等届出書類（例）】 

  年  月  日 

(一社)○○県ＬＰガス協会 

  会長 ○ ○ ○ ○ 様

〒   －

  届出事業所名

所在地

連絡電話

担当者名 印 

緊急通行車両等事前届出に係る書類提出書 

このことについて、当事業所において、緊急通行車両等事前届出をす

るため、下記のとおり関係書類を添えて提出しますので、各事前届出書

に協会長印を押して届出事業所の会員証と共に返送していただきますよ

うお願いします。 

記 

以上 

様式第１ 緊急通行車両等事前届出書 枚 

様式第２ 緊急通行車両等事前届出一覧表 枚 

【参考資料2.12】

91



 

 

 

92



 

【緊急通行車両等事前届出一覧表(例)】 

 

様式第２ 

 

 

緊 急 通 行 車 両 等 事 前 届 出 一 覧 表 

申 請 年 月 日   年  月  日 

申 請 機 関 等  一般社団法人○○県ＬＰガス協会 (所属支部名：     支部) 

提  出  先 ☐  警察本部交通規制課       ☑     警察署 

申 請 車 両 合 計      台 

 
 
 
 
 
 
 
申 
 
 
 
 
請 
 
 
 
 
車 
 
 
 
 
両 

整理番号 車名等 車両番号 使用目的 配車先 

１   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両 
 

２   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

３   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

４   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

５   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両 
 

６   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

７   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

８   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

９   
災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

１０   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

１１   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

１２   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

１３   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

１４   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  

１５   災害発生時にＬＰガス施設点検及び災害の

応急復旧作業等に従事するための車両  
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流出容器等処理要綱

○○県ＬＰガス協会「放置容器処理要綱」に加筆（下線部）

l 総  則

第 1． 目  的 

津波等によって流出、散乱したＬＰガス容器は本来、容器所有者（ＬＰガス販売事業者等）が

処理すべきものであるが、所有者が判明しない容器等が放置されれば、災害につながる恐れもあ

ることから、○○市町と連携して、○○市町に指定された集積所、○○県ＬＰガス協会又は各支

部が大規模災害時に備えてあらかじめ確保していた集積所等に集積された所有者不明等の当該Ｌ

Ｐガス容器の処理を実施するとともに、液化石油ガスの流通過程において発生する放置容器（Ｌ

Ｐガス容器に限る。）を回収処理し、もって容器関係の災害の発生を防止することを目的とする。 

ただし、大規模災害により大量の流出ＬＰガス容器が発生した場合は、別途協議する。 

第 2． 事 務 局 

流出容器並びに放置容器の処理に関する業務の窓口は○○県エルピ－ガス協会（以下「協会」

という。）の事務局が担当するものとする。 

第 3． 用語の定義 

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は各々当該各号に定めるところによる。 

（1）流出容器

津波、水害等により流出し災害復旧活動等により一定の集積所に集められたＬＰガス容器。 

（2）放置容器

ＬＰガスを消費した後、所有者又は占有者に引きとられていないＬＰガス容器。

（3）充填所等

高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定による容

器置場の設置されている事業所。

（4）指定集積所

残ガス処理の出来る事業所。

（5）中核充填所

災害時における流出容器回収の際の保管場所を提供出来る充填所。 

Ⅱ 回収及び処理 

第 4． 会員の責務 

協会員は日常の事業活動等を通じ、流出容器、放置容器の発見に努めるものとする。 

第 5． 通  報 

第 4 により流出容器、放置容器を発見し、或いは第三者より流出容器、放置容器の連絡を受け

た者は、速やかに事務局へ通報するものとする。 

第 6． 回  収 

(1) 事務局は第 5 の通報を受けた場合､最寄りの支部事務局又支部長にその回収を依頼するとと

もに､通報記録書<様式 1)を作成し保管するものとする｡

(2) (1)により依頼を受けた支部事務局又は支部長は､流出容器､放置容器を回収するとともに最

寄りの充填所等に仮保管を依頼するものとする｡

【参考資料2.13】
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(3) (2)により依頼を受けた充填所等は、回収容器を仮保管するとともに、回収容器仮保管報告

書（様式 2）を作成し事務局に提出するものとする。 

(4) (1)～(3)にかかわらず、大規模な災害により大量のＬＰガス容器が散乱している状態が生じ

たときは、協会又は各支部は、協会員の協力を得て当該ＬＰガス容器を安全な場所に集積す

る体制を構築するものとする。 
 

第 7.  処  理 

事務局は第 6（3）による回収容器仮保管報告書にもとづき、その区分に応じ次の処理を行う。 

(1) 所有者等判明容器 

容器の表示等により所有者等が判明したものは、回収容器引取通知書（様式 3）により所

有者等に引取り、又は容器譲渡書（様式 4）の提出を求めるものとする。 

(2) 所有者等不明容器 

所有者等が判明しない回収容器で、放置場所等の状況より当該容器が遺失物であると判断

されるものは、指定集積所に保管を依頼し遺失物法に基づく届出を行うものとする。 

ただし、次のイ）ロ）に掲げるものはこの限りではない。 

イ） 容器の所有者の氏名等の表示が識別できない容器のうち、記号及び番号（以下「記号

番号」）の識別ができない容器。 

ロ） 容器の所有者の氏名等の表示や記号番号が識別可能な容器については、電話等により

所有者と連絡が取れないもの又は所有者から連絡があっても、所有者が引き取る意

志・能力を有していないため、引き渡しが困難とされるもの。 
 

 第 8． 引 渡 し 

回収容器を仮保管している充填所等は所有者等にこれを引渡した場合は、事務局に報告するも

のとする。 
 

 第 9． 保  管 

第 7．(2)により保管を依頼された指定集積所は、仮保管されている充填所等から当該回収容器

を集積し保管するものとする。 
 

 第 10． 屑  化 

(1) 事務局は次の各号のいずれかに該当する場合は･容器屑化依頼書(様式 5)により当該回収

容器を保管する指定集積所等に、その処分を依頼するものとする。 

➀ 容器所有者等から第 7．(1)による容器譲渡書を受理したとき。 

② 第 7. (2) ｲ)､ ﾛ)により所有者等不明容器と判定したもの｡ 

③ 第 7. (2)による届出を行った所有者等不明容器について､遺失物法による所有権が協

会に移ったとき。（３ケ月後） 

(2) 指定集積所等は(1)により屑化の依頼があった場合は､高圧ｶﾞｽ保安法の基準に従って屑化

処分をするものとする｡ 
 

Ⅲ そ の 他 
 

第 11． 業務の推進体制 

流出容器、放置容器の処理に関する業務は、保安部会及び卸流通委員会が中心となって推進す

るものとする。 
 

 第 12． 施 行 期 日 

この要綱は○○年○月○日より施行する。 
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○○県流出容器等処理要綱（様式１） 

 

年  月  日 

 

流 出 容 器 等 通 報 記 録 書 

 

 

  

整理番号 
 

受信日時 
  年  月  日 

   時    分 

受 信 者 

氏 名 

 

通 報 者 

住 所 

氏 名 

容器の放置場

所の状況 

(目標) 

放置場所 住所 

目  標 

 

放置の状況 

 

 

 

 

容器の形状 

数 量 

    ５０kg       本    ５kg      本 

    ３０kg      本    ２kg      本 

    ２０kg      本    その他 

    １０kg      本     kg      本 

回収依頼先 
住所・電話 

事業所名 

回収依頼日 

  年  月  日 

   時    分 

連 絡 者 

 

 

備  考 

 

96



○○県流出容器等処理要綱（様式２） 

 

年  月  日 

 

○○県ＬＰガス協会 殿 

 

事業所名               

住  所               

電  話               

担当者名               

 

 

容 器 保 管 報 告 書 
 

 下記の回収容器を仮保管しておりますので報告します。 

  

回 収 日        年   月   日 

回 収 場 所  

回 収 者 
住 所 

氏 名 

所 

有 

者 

等 

判 

明 

容 

器 

所 有 者 等 住 所 事 業 者 名 数  量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 有 者

等 不 明

容 器 

 

50kg       本 

20kg       本 

30kg       本 

50kg       本 

その他 

    kg       本 
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○○県流出容器等処理要綱（様式３） 

 

年  月  日 

 

 容器所（占）有者  

              殿 

 

○○県ＬＰガス協会 

会 長  ○ ○ ○ ○  殿 

 

 

回 収 容 器 引 取 通 知 書 
 

 貴殿のＬＰガス容器を流出容器、放置容器として、下記のとおり回収保管しておりますので、2 週

間以内にお引取り下さい。 

 なお、引取りが困難な場合には別紙、様式 4 の容器譲渡書に所定の事項をご記入の上、協会までご

提出ください。 

 

記 

 

1． 容器の形状及び記号番号 

 

 

 

2． 保管場所（引渡し場所） 

 

 

 

引取時の注意事項・ 

 ・事前に保管場所まで連絡してください。 

 ・本書を必ず持参し、保管者に渡してください。 

 

（注）1 ケ月以内に連絡がない場合及び、引取りのない場合は高圧ガス保安法 

  第 25 条違反として措置することもあります。 
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○○県流出容器等処理要綱（様式４） 

年  月  日 

 

○○県ＬＰガス協会長 殿 

 

容器所有（占有）者             

住 所                   

氏 名                 印 

 

 

容 器 譲 渡 書 
 

     年  月  日付け回収容器引取通知書で通知のありました、下記、

ＬＰガス容器については、無償で譲渡致します。 

 

記 

容器の形状及び記号番号 

 

以上 

 

容器の形状      

容器の記号・ 

番号 
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○○県流出容器等処理要綱（様式５） 

年  月  日 

 

容器所（占）有者  

              殿 

 

○○県ＬＰガス協会 

会 長  ○ ○ ○ ○  殿 

 

 

容 器 屑 化 依 頼 書 

 

貴所で保管中の下記容器については、屑化処分をして下さい。 

 

記 

1．記号・番号の判明しているもの。 

 

2．記号・番号の判明していないもの。 

 

      年   月   日以前に回収報告のあったもの。 

 

以上 

容器の形状      

容器の記号・ 

番号 
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○○県流出容器等処理要綱（様式６） 

 

流出容器等処理要綱細則 

 

1．集 積 

  充てん所等からの集積は、毎年 2 月・6 月・10 月にそれぞれ実

施する。 

2．容器回収等の費用 

① 容器回収費 

  1 本当り○○○円とし、容器回収報告書に基づき協会事業費よ

り支出する。 

② 容器引取費 

1 本当り○○○○円とし、引取り者は回収者（集積所）に支払

うものとする。 

③ 容器集積費 

容器保管費については、容器屑化費で賄うものとする。 

3． この細則は○○年○月○日より施行する。 
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【経済産業省】http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/07/300710-01.html 

【経済産業省】http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/07/300710-01-01.pdf 

【参考資料2.14】
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「警戒レベル」について 

警報や注意報、避難指示・避難勧告など大雨の際には多くの防災情報が発表される。しかし、複雑でわかり

にくい ため、必ずしも住民の避難行動に結びついていないという実態が 2018 年の西日本豪雨で浮き彫りにな

ったことから、 国では 2019 年から大雨の際に発表される防災情報を 5 段階のレベルに分けることにした。

また、令和元年台風第 19 号(令和元年東日本台風)の際、この警戒レベルの運用により避難情報等は分かりや

すくなったという意見がある一方 で、避難勧告で避難しない人が多い中、警戒レベル４の中に避難勧告と避難

指示（緊急）の両方が位置付けられ わかりにくいとの課題も顕在化したことから、災対法が改正され、警戒

レベル４の一本化や、警戒レベル５を「緊急安全 確保」とし、災害が発生・切迫し指定緊急避難場所等への立

退き避難がかえって危険であると考えられる場合に直ちに安全確保を促すことができることとするなど、避難

情報が改善された。（下図参照） 

危険度の高まりに応じて段階的に発表される防災気象情報とその利活用 

【参考資料2.15】
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■警戒レベル（説明） 

 

引用：避難情報に関するガイドライン 表２ 警戒レベルの一覧表（令和３年５月 内閣府（防災担当）） 
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【行政機関への連絡用文書】 

行政機関への連絡用文書：大規模地震用 

平成  年 月 日 

関 係 機 関 様 

一般社団法人○○県ＬＰガス協会 

○○市○○町００-０

電話０００－０００－０００２ 

ファックス０００－０００－０００４

被災地のＬＰガスについてのお願い 

この度の地震に際し、被害に遭われました皆様には心よりお見舞いを申し上げます。 

 ＬＰガス（プロパンガス）のお客さまには、現在、通行が可能な地域より、当協会会員事業所

が順次点検・復旧を開始いたしておりますが、ＬＰガスに関して問い合わせ等ございましたら、

下記についてご留意くださいますようお願い申し上げます。 

記 

大きな揺れの後にＬＰガスを使う前には、ご家庭のＬＰガス設備や器具が損傷している恐れが

ありますので、販売店の点検を受けてからご使用いただくようお願いいたします。 

設備や器具に異常がない状態でガスが出ない時は、ガスメータがガスを遮断していますので、メ

ータ付属の説明に従い復帰ボタンを押してください。 

約 1 分間でメータが安全確認をし、異常がなければ再度ご使用になれます。復帰方法がわから

ない時には、販売店に確認してください。 

復帰ボタンを押してもガスが使用できない場合は、販売店に連絡し、点検を受けてから使用し

てください。 

 販売店の連絡先は、ＬＰガス容器、ガスメータ等に記載しておりますが、不明の場合には下記

までお願いします。 

一般社団法人○○県エルピーガス協会 支部 

電話 内 

一般社団法人○○県エルピーガス協会 

電話０００-０００-０００２ ○○市○○町００－０

以上 

【参考資料2.16】

105





 

 

 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 

（供給設備の技術上の基準） 

第十八条 法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備（バルク供給

に係るものを除く。以下この条において同じ。）の技術上の基準は、次の各号

に掲げるものとする。 

一 ［略］ 

イ ～ ハ ［略］ 

ニ 充てん容器等（内容積が五リットル以下のものを除く。以下ニにおいて同

じ。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講

ずるとともに、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によ

って流されることを防止する措置を講ずること。 

二 ～ 二十三 ［略］ 
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